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「スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金」 

第７回 奨学生募集要項 

 

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会 

スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金 

 

1．目的 

平成３０年８月、故・宮本良一様から贈呈された寄付金により、社会福祉法人徳島県社会福祉協

議会（以下「本会」という）内に「スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金」（以下「基金」と

いう）を設置した。 

  本奨学基金制度は、スポーツの才能があり優秀な成績を上げているが経済的な理由で進学をあ

きらめている子どもたちに、返還する必要のない奨学金を給付することで、その夢を応援し、併せ

て県内のスポーツの振興を図るものである。 

 

２．助成対象者 

  この奨学金の給付を受けることが出来る者は、次の各号に該当する者とする。 

（１）県内に住所を有する者の子であること。 

なお、父及び母がともにいない場合は、その子が県内に住所を有すること。 

（２）経済的理由により修学が困難と認められること。 

（詳細は、「８．その他」の項目にて確認すること。） 

（３）徳島県内の高等学校の生徒で、スポーツ界で活躍することを目的に高等学校を卒業後、学 

校教育法に定める大学へ進学を予定する者、または、徳島県内の中学校の生徒で、スポーツ

界で活躍することを目的に中学卒業後、高等学校へ進学を予定している者。 

もしくは、徳島県内の高等学校（特別支援学校高等部含む）の障がいがある生徒でスポーツ

活動に取り組みながら大学への進学を予定する者、または徳島県内の中学校（特別支援学校

中学部含む）の障がいがある生徒で、スポーツ活動に取り組みながら高等学校（特別支援学

校高等部含む）への進学を予定する者。 

（４）原則として他機関から奨学金を受けないこと。 

ただし、次にあげる奨学金制度等の利用は除くものとする。 

① 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金 

② その他、利用期間が一時的またはその奨学金が少額と判断したもの  

 

なお、競技種目は、原則、公益財団法人日本スポーツ協会加盟種目及び野球とする。 
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３．助成方法 

（１）奨学金の額は、大学生は、原則、入学金、授業料、住居費、生活費等として年額６０万円を限度

とし、高校生（特別支援学校高等部含む）は、入学金、授業料、住居費、生活費等として年額 

３６万円を限度とし、年２回に分けて給付する。 

（２）奨学金の給付期間は、進学した学校の１年次から最短の卒業年次までとする。 

 

４．申請に必要な書類 

（１）「スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金」奨学生本人申込書 

（別添 第１号様式 1、２） 

（２）同一生計を営む家族全員の住民票（世帯主、続柄等すべて記載されたもの） 

（３）所得証明書（市町村長が発行する最新の所得証明書） 

※所得証明書の写し及び源泉徴収票は不可。 

※同一生計を営む家族全員（就学前、修学中の方は除く。）の証明書。所得が０円でも必要。 

※本年度に転職や退職等の理由により収入が減少している場合は、別途収入を証明する 

書類を添付することで応募可能。 

（４）在学する学校長の推薦状（様式自由、参考様式添付） 

（５）所属する団体の長及びスポーツ指導者等の推薦状（様式自由、参考様式添付。 

なお、競技大会の賞状や新聞の切り抜きがあればＡ４版コピーに整理し提出すること） 

（６）成績証明書（在学する学校が発行する証明書） 

（７）健康診断書 

（８）学校・学科名、修学内容、所在地、授業料等が確認できる入学志望校の案内書 

（９）日本学生支援機構以外の奨学金を併用して受ける予定の場合、その奨学金の内容がわかる

書類 

（10）その他、本会が必要と認める書類 

 

５．申請の締切 

  令和６年１２月２０日（金）午後５時まで。（郵送の場合は、当日消印有効とする。） 

 

６．選考方法 

  本会が委嘱する運営委員会で書類審査の後、面接審査を行い決定する。 

  面接審査に欠席した場合は、応募を辞退したとみなす。 

なお、本会への審査結果及び審査理由等の問い合わせには応じられない。 

また、応募書類は返却しない。 
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７．決定通知 

  ２０２５年３月末までに、本人及び学校長宛てに選考の内定結果を通知する。 

  大学、高等学校への入学をもって正式な給付決定とする。 

 

８．その他 

  「経済的理由により修学が困難である」とする基準は、“令和７年度徳島県奨学生事前募集の手

引き”に準じる。 

世帯の総所得（所得証明書記載の個々の所得の合計額であり、収入額（年収）ではありません。）

から特別控除額（４ページ別表１）を引いた金額が、次の認定所得基準表に記載の金額以下にな

る場合のことをいう。 

 

認定所得基準表                         （単位：万円） 

世帯員数 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 

総 所 得 ２５６ ３２０ ３７２ ４２０ ４７７ ５４０ ６０５ 

 

９．申請書類の提出先・問い合わせ 

  〒770-0943 徳島市中昭和町１－２  

社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 スポーツ応援プロジェクト“みやもと”基金担当 

                    TEL:088-611-1155 FAX:088-654-9250 

                                       E-mail:kenri@tokushakyo.jp 



(別表１）　特別控除額表

特別の事情

1  母子・父子世帯であること ９９万円

2  就学者のいる世帯であること ３１万円

 （申請者本人の控除も右表に準じ

 　て行う） ４６万円

自宅通学 自宅外通学

国・公立 ３９万円 ６９万円

私　　立 ８８万円 １１８万円

国・公立 ３９万円 ６９万円

私　　立 ８８万円 １１８万円

国・公立 ４３万円 ７２万円

私　　立 ８７万円 １１６万円

国・公立 ７４万円 １２１万円

私　　立 １３３万円 １８０万円

専 高等課程 国・公立 ３９万円 ６９万円

修 私　　立 ８８万円 １１８万円

学 専門課程 国・公立 ３６万円 ８１万円

校 私　　立 １０２万円 １４７万円

3 障がい者のいる世帯であること

９９万円

4 長期療養者のいる世帯であること

5 主たる家計支持者が別居している 別居のために特別に支出している年間金額

世帯であること （ただし、７１万円を限度とする）

6 火災、風水害又は盗難等の被害を 日常的な生活を営むために必要な資材又は生活費

受けた世帯であること を得るための基本的な生産手段（田・畑・店舗等）

に被害があって、将来長期にわたって、支出増又

は収入減になると認められる年間金額
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（１～３年次）

特別控除額

小　　学　　校

中　　学　　校

高　等　学　校

高等専門学校

（中等教育学校前期課程）

（中等教育学校後期課程）

金額

高等専門学校

（４・５年次）

大学　・　短大

障がいのある人１人につき

療養のために経常的に特別な支出をしている年間


